
社会福祉法人藤会  役員等報酬規程 

 

（目的） 

第１条 この規定は、社会福祉法人藤会（以下「この法人」という。）定款８条及び２１条

の規定に基づき、役員（理事及び監事）及び評議員（以下「役員等」とする）の報酬等につ

いて定めるものとする。 

 

（報酬等の支給） 

第２条 役員等に対しては、職務執行の対価として次のとおり報酬を支給するものとする。

ただし、役員等が理事会・評議員会に出席し、かつ同日にあわせて法人の業務を行った場合

であっても、第４条の報酬は支払わないものとする。 

（１）理事長報酬 

（２）役員報酬 

（３）評議員報酬 

２ 定款２１条に定める役員の報酬に対しては、各年度の総額が３５０，０００円を超えな 

 い範囲で報酬として支給することができる。また、定款第８条に定める評議員の報酬対し 

 ても、各年度の総額が３５０，０００円を超えない範囲で、報酬として支給することが 

 できる。 

 

（報酬等の額の算定方法） 

第３条 理事長に対する報酬の額は別表１に定める額とする。 

 ２  役員に対する報酬の額は別表２に定める額とする。 

 ３  評議員に対する報酬の額は別表第３に定める。 

 

（報酬等の支給方法） 

第４条 理事長に対する報酬の支払い時期は、毎年度末の理事会又は評議員会への出席な

ど法人運営のための業務にあたった際に（年１回）、支給する。 

 ２  役員等に対する報酬は、毎年度末の理事会または評議員会への出席など法人運営

のための業務にあたった際、支給する。 

 ３ 報酬は、現金により本人に支給する。 

 ４ 報酬は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。 

 

（当法人職員給与との併給） 

第５条 当法人の職員を兼務し、職員給与を支給している役員に対しては、本規定に基づく

役員報酬等は支給しないものとする。 

 



（端数の処理） 

第６条 この規定により、計算金額に１円の端数が生じたときには、これを切り捨てる。 

 

（公表） 

第７条 当法人は、この規定をもって、社会福祉法第５９条の２第１項２号に定める報酬等

の支給の基準として公表する。 

 

（改廃） 

第８条 この規定の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。 

 

 

附則 

この規定は、平成２９年６月１３日から施行する。 

 

 

別表１（理事長の報酬） 

      役 職 名        年  額 

 理事長      ５０，０００円 

 

別表２（役員の報酬） 

（１）理事 

        年  額 

理事会等への出席・法人業務のための 

職務執行 

 

     ５０，０００円 

 

（２）監事 

        年  額 

理事会等への出席・法人業務のための 

職務執行 

 

      ５０，０００円 

 

別表３（評議員の報酬） 

        年  額 

評議員会議への出席・法人業務のための

職務執行 

 

      ５０，０００円 

 


